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第６章 管理者の同意等 

 

第２５ 公共施設の管理者の同意等 

（公共施設の管理者の同意等） 

法第３２条 

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と

協議し、その同意を得なければならない。 

２ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により

設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならな

い。 

３ 前２項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適

切な管理を確保する観点から、前２項の協議を行うものとする。 

（開発行為を行うについて協議すべき者） 

政令第２３条 

開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者

は、あらかじめ、次に掲げる者（開発区域の面積が４０ヘクタール未満の開発行為にあっては、

第３号及び第４号に掲げる者を除く。）と協議しなければならない。 

(1) 当該開発区域内に居住することとなる者に関係ある義務教育施設の設置義務者 

(2) 当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に規定する水道事業者 

(3) 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第２条第１項第９号に規定する一般送配電事業

者及び同項第１１号の３に規定する配電事業者並びにガス事業法第２条第６項に規定する一

般ガス導管事業者 

(4) 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者 

 １ 本条は、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、公共施設の管理者の同意を得る等の手

続を必要とすべき旨を定めることによって、開発行為の円滑な施行、公共施設の管理の適正等を期

することを目的とした規定である。 

(1) 同意 

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係ある公共施設の管理者の同意

を得なければならない。 

ア 関係がある公共施設 

(ア) 開発区域内にある既存の公共施設又は新設する公共施設 

(イ) 開発区域外に存する公共施設で開発行為の実施に伴って変更又は廃止されることとな

るもの、その他開発行為の実施に伴って影響を受けることとなるもの 

イ 具体的な公共施設の管理者 

(ア) 開発区域内の公共物の変更又は廃止･･････道路管理者、水路管理者 

＊「公共物」とは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）、河川法（昭和３９年法律第１

６７号）等の適用又は準用を受けないものをいう。 

(イ) 開発区域内外の国道、県道及び市道の変更又は廃止･･････それぞれの道路管理者 

(ウ) 開発区域内の下水の直接放流（放流先：河川、用排水路、下水道等） 

･･････（河川管理者、水路管理者、土地改良区、下水道事業者等） 

(エ) 開発区域内の用排水路の付替え、拡幅、護岸工事等･･････（水路管理者、土地改良区） 

(オ) 農業用水路の管理者の同意を必要とする場合、当該水路と一体となって影響を受けるこ
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ととなると認められる用水機場又はため池で当該水路の管理者と異なる者が管理すると

きは、水路の管理者の同意とあわせて、当該用水機場又はため池の管理者の同意も必要と

するものとする。 

(カ) 公共施設の管理者とその土地の所有者が異なる場合には、公共施設の管理者の同意とと

もに工事に関する公共施設の用地の所有者の同意も要するものとする。ただし、公共施設

の管理者に用地の処分権限まで委任されていると考えられる場合は、その用地の所有者の

同意を要しないものとする。また、法第４０条の規定により従前の公共施設に代えて新た

な公共施設が設置されるときは、同条の規定により特例が認められたものとし、この場合

には公共施設の管理者のみの同意をもって足りるものとする。 

(2) 協議 

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工

事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。 

ア 協議の相手方 

開発行為に関する工事により設置される公共施設の管理者は、法第３９条の規定により原則

として市とする。ただし、他の法律に基づく公共施設の管理者が別にあるとき（例：道路法の

規定によって管理者となることが別に定まっているとき等）は、当該管理者と協議することと

する。 

イ 協議の内容 

 協議の内容は次のとおりとする。 

(ア) 市及び他の法律に基づく公共施設の管理者との協議は、設置される公共施設の設計、管

理、土地の帰属等について行うものとする。 

(イ) 水道事業者との協議は、給水施設に関する設計と管材料の費用負担等について行うもの

とする。 

 

(3) 手続 

【条例】 

（事前協議） 

第６条 開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項について、規則で定める図書

を添えて市長に協議を申請しなければならない。 

(1) 当該開発行為に伴い必要となる公共施設及び公益的施設に関する事項 

(2) 当該開発行為に伴う緑化の推進に関する事項 

(3) その他当該開発行為に関し市長が必要と認める事項 

２ 前項の協議（以下「事前協議」という。）の申請は、我孫子市における建築、開発行為等に係

る紛争の予防と調整に関する条例（平成元年条例第 28 号）第５条第１項の規定による標識の設

置後、同条第２項に規定する標識の設置期間が経過した後に行わなければならない。 

３ 市長は、事前協議に際し、開発行為が規則で定める開発行為に該当し、かつ、必要があると認

めるときは、当該開発行為を行おうとする者に対し、次条に規定する我孫子市開発行為検討会に

おいて当該開発行為の計画について説明を求めることができる。 

（我孫子市開発行為検討会の設置） 

第７条 市長は、前条第１項各号に定める事項に関し総合調整を図るため、我孫子市開発行為検討

会を置く。 

２ 前項の我孫子市開発行為検討会に関し必要な事項は、規則で定める。 
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（協議書の締結） 

第８条 市長は、事前協議の申請があったときは、当該申請に係る内容について、規則で定める基

準に基づいて、当該事前協議の申請者と協議を行うものとする。 

２ 市長は、事前協議が整ったときは、速やかに当該開発行為を行おうとする者と協議書を締結す

るものとする。 

３ 前項の協議書は、法第３０条第１項の規定による開発許可の申請をする前に締結しなければな

らない。 

４ 第２項の協議書は、当該協議書の締結の日から起算して１年を経過する日までの間に、当該開

発行為を行おうとする者が当該協議書に係る法第３０条第１項の規定による開発許可の申請を

しないときは、当該経過する日をもってその効力を失うものとする。 

（事前協議の変更） 

第９条 前条第２項の規定により協議書を締結し、法第３５条第２項の規定により開発許可の通知

を受けた開発事業者は、当該協議書の協議事項を変更しようとするときは、規則で定める図書を

添えて、市長に事前協議の変更の申請をしなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る内容について、規則で定める基準に基づ

いて当該開発事業者と協議を行うものとする。 

３ 市長は、前項の協議が整ったときは、速やかに当該開発事業者と変更の協議書を締結するもの

とする。 

４ 前項の協議書は、法第３５条の２第２項の規定による変更の許可の申請をする前に締結しなけ

ればならない。 

【規則】 

（条例第６条第１項に規定する事前協議の手続） 

第６条 条例第６条第１項に規定する協議の申請は、我孫子市開発行為事前協議申請書（様式第１

号）により行うものとする。 

２ 条例第６条第１項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 設計説明書(設計の概要)（様式第２号）及び設計説明書(公共施設及び管理者等に関する事項)

（様式第２号の２） 

(2) 別表第１の左欄に定める協議担当課（以下「協議担当課」という。）ごとに、それぞれ右欄

に掲げる協議事項に応じて市長が指定する図書 

(3) 協議担当課と事前に行った協議事項報告書（様式第３号） 

(4) 当該開発区域の位置を表示した縮尺２,５００分の１以上の地形図 

(5) 当該開発区域を明らかにする不動産登記法第１４条第１項に規定する地図の写し又は同条

第４項に規定する地図に準ずる図面の写し 

(6) 当該開発行為をする土地及び当該開発行為に関する工事をする土地の登記事項証明書の写

し 

(7) 当該開発区域内の土地が低地のときは、当該土地に係る地盤調査報告書 

(8) 別表第２に定める図面 

(9) 前各号に定めるもののほか、次に掲げる図書で開発行為に応じて市長が指定するもの 

ア 消防施設協議申請書の写し 

イ 雨水に関する排水放流申請回答書の写し 

ウ ごみ集積所設置事前協議書の写し 

エ 埋蔵文化財の取扱いについての回答書の写し 



６－4 

 

オ 土砂等の埋立て等事前計画書の写し 

カ 事前協議に係る手続を代理人に委任して行うときは、委任状 

キ その他市長が必要があると認める図書 

３ 前項に規定する図書の提出部数は、当該協議の申請に係る開発行為につき協議を要する協議担

当課の数とする。 

 

別表第１（第６条、第 10 条関係） 

協議担当課 主な協議事項 

企画総務部 企画政策課 大規模開発行為に関すること。 

市民生活部 市民協働推進課 集会施設に関すること。 

健康福祉部 健康づくり支援課 病院に関すること。 

障害者支援課 社会福祉施設に関すること。 

高齢者支援課 

子ども部 子ども支援課 学童保育施設に関すること。 

保育課 保育施設に関すること。 

環境経済部 生活衛生課 ごみ集積所、騒音、埋立て及び土壌汚染等に関す

ること。 

商業観光課 商業施設及び観光施設等に関すること。 

企業立地推進課 企業立地に関すること。 

農政課 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）、農地法（昭

和 27 年法律第 229 号）等に関すること。 

建設部 

 

道路課  道路施設、排水施設及び都市計画道路の整備

に関すること。 

交通政策課 自転車駐車施設に関すること。 

下水道課 下水道施設に関すること。 

治水課 雨水排水施設及び水路施設に関すること。 

都市部 

 

 

 

 

都市計画課 土地区画整理事業、大規模開発行為、都市計

画施設、地区計画及び景観に関すること。 

建築住宅課 建築基準法その他関係法令に関すること。 

公園緑地課 公園、緑地及び緑化並びに墓園に関すること。 

市街地整備課 開発区域及び自動車駐車施設等に関すること。 

消防本部 警防課 消防施設に関すること。 

水道局 工務課 水道施設に関すること。 

教育委員会 

教育総務部 

総務課 義務教育施設に関すること。 

学校教育課 

教育委員会 

生涯学習部 

文化・スポーツ課 埋蔵文化財に関すること。 

農業委員会事務局 農地転用及び農業経営の実態に関すること。 
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別表第２（第６条、第１０条関係） 

図面の種類 

（括弧内は、原則の縮

尺を示す。） 

明示すべき事項の具体的項目 備 考 

現況図 

（５００分の１以上） 

・方位及び開発区域の境界 

・開発区域内及び隣接地の地盤高及び標高差を示す等高

線 

・開発区域内及び開発区域周辺の公共施設の位置及び形

状 

・開発区域内及び開発区域周辺の既存建築物及び擁壁等

の工作物の位置及び形状 

・都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下

「政令」という。）第２８条の２第１号に規定する樹

木又は樹木の集団の位置（１ヘクタール以上の開発行

為に限る。） 

・政令第２８条の２第２号に規定する切土又は盛土を行

う部分の表土の位置（１ヘクタール以上の開発行為に

限る。） 

・開発区域の境界は、

赤色で明示するこ

と。 

求積図 

（５００分の１以上） 

・開発区域全体の求積図及び求積表 

・公共施設、公益的施設及び予定建築物等の各敷地の求

積図及び求積表 

・求積は、三斜又は座

標によるものとす

る。 

道路及び水路境界確定

図 

（５００分の１以上） 

・道路境界確定図 

・水路境界確定図 

・道路及び水路管理者

が発行するものに限

る。 

土地利用計画図 

（５００分の１以上） 

・方位及び開発区域の境界 

・開発区域内及び開発区域周辺の道路の位置、形状及び

幅員 

・公園、緑地又は広場の位置、形状、面積及び出入口の

位置 

・開発区域周辺の河川、水路等の位置及び形状 

・排水施設の位置及び形状 

・消防水利又は消防隊活動用地の位置及び形状 

・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、

形状及び名称 

・調整地の位置、形状及び面積 

・予定建築物等の敷地の位置、形状及び面積 

・自動車駐車施設又は自転車駐輪施設の位置及び形状 

・公益的施設の敷地の位置、形状、名称及び面積 

・樹木又は樹木の集団の位置 

・緩衝帯の位置、形状及び幅員 

・開発区域の境界は、

赤色で明示するこ

と。その他は、原則

として利用種別ごと

に色分けして明示す

ること。 

・道路の幅員は、新た

に配置する道路にあ

っては当該幅員を明

示し、既存道路を拡

幅する道路にあって

は幅員に応じて現況

幅員、後退幅員及び

合計幅員を明示する

こと。 

造成計画平面図 

（５００分の１以上） 

・方位及び開発区域の境界 

・切土又は盛土をする土地の部分 

・開発区域の境界は、

赤色で明示するこ
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・法面（がけを含む。）の位置及び形状 

・擁壁の位置、種類及び高さ 

・道路の中心線、幅員、延長、勾配、測点及び交差点の

計画地盤高 

・予定建築物等の敷地の位置、形状及び計画地盤高 

・開発区域周辺の地盤高 

・調整地の位置及び形状 

と。 

・切土及び盛土を色分

けして明示するこ

と。 

造成計画断面図 

（５００分の１以上） 

・開発区域の境界 

・切土又は盛土をする前後の地盤面 

・擁壁の位置及び形状 

・法面（がけを含む。）の位置及び形状 

・予定建築物等の敷地の計画地盤高 

・隣接地及び開発区域周辺の地盤高 

・開発区域の境界は、

赤色で明示するこ

と。 

・断面位置は、造成計

画平面図に明示する

こと。 

・切土及び盛土を色分

けして明示するこ

と。 

道路断面図 

（任意） 

・各道路の縦断面図及び横断面図 

 

・横断面図は、標準断

面とする。 

排水施設計画平面図 

（５００分の１以上） 

・方位及び開発区域の境界 

・排水区域の区域界 

・調整地の位置及び形状 

・道路側溝その他の排水施設の位置、形状、種類及び水

の流れの方向 

・排水管の勾配及び管径 

・人孔の位置及び人孔間の距離 

・吐口の位置 

・放流先の道路側溝、河川、水路その他の排水施設の名

称、位置及び形状 

・都市計画に定められた排水施設の名称、位置及び形状 

・予定建築物等の敷地の形状及び計画地盤高 

・道路、公園その他の公共施設の位置、形状及び計画地

盤高 

・法面（がけを含む。）又は擁壁の位置及び形状 

・開発区域の境界は、

赤色で明示するこ

と。 

排水関係縦断図 

（５００分の１以上） 

・各排水系統の縦断を示すもので、マンホールの位置、

勾配、計画高、土かぶり高等を表示すること。 

 

給水施設計画平面図 

（５００分の１以上） 

・方位及び開発区域の境界 

・給水施設の位置、形状及び内のり寸法 

・取水方法 

・消火栓の位置 

・予定建築物等の敷地の形状及び計画地盤高 

・開発区域の境界は、

赤色で明示するこ

と。 

がけの断面図 

（５０分の１以上） 

・がけの高さ、勾配及び土質（土質の種類が２以上であ

るときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ） 

・当該開発行為にがけ

がある場合に限る。 
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・切土又は盛土をする前後の地盤面 

・がけ面の保護方法 

擁壁の断面図 

（５０分の１以上） 

・擁壁の寸法及び勾配 

・擁壁の材料の種類及び寸法 

・裏込めコンクリートの寸法 

・透水層の位置及び寸法 

・擁壁を設置する前後の地盤面 

・基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 

・鉄筋の位置、径及び間隔 

・水抜穴の位置、材料及び寸法 

・安定・構造計算書 

・当該開発行為におい

て、公共施設の用に

供する土地の区域内

に擁壁がある場合に

限る。 

・安定・構造計算書は、

原則として高さが２

メートルを超える場

合に添付すること。

ただし、市長が必要

があると認めるとき

は、高さが２メート

ル以下の場合におい

ても添付すること。 

擁壁の竪壁配筋図 

（５０分の１以上） 

・前面部と背面部の鉄筋の径及び間隔 

・主筋長が変化する場合は、変化する位置までの長さ 

・同上 

擁壁の底版配筋図 

（５０分の１以上） 

・上面部と下面部の鉄筋の径及び間隔 

・主筋長が変化する場合は、変化する位置までの長さ 

・同上 

擁壁の展開図 

（５０分の１以上） 

・擁壁の寸法（高さ及び長さ） 

・水抜穴の位置 

・同上 

消防水利平面図 

（５００分の１以上） 

・消防水利の種類（貯水槽、消火栓の別）及び位置 ・自己の居住の用に供

する場合は、不要 

地盤改良図（任意） ・改良する土地の範囲 

・改良する土地の厚み等 

・当該開発行為におい

て、公共施設の用に

供する土地の区域内

を地盤改良する場合

に限る。 

道路幅員系統図 

（２ ,５００分の１以

上） 

・接続道路が幅員９メートル（主として住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為にあっては６．５メート

ル）以上の道路に接続していることを表す図面 

 

予定建築物の平面図及

び立面図 

（１００分の１以上） 

・各階平面図 

・立面図 

・立面図は、２面以上

を必要とすること。 

 

（条例第６条第３項の規則で定める開発行為） 

第７条 条例第６条第３項の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 

(1) 開発区域の面積が３,０００平方メートル以上の開発行為 

(2) 建築物の用途が共同住宅等であって、計画する住戸数が５０以上の開発行為 

（我孫子市開発行為検討会） 

第８条 我孫子市開発行為検討会（以下「検討会」という。）は、都市部長、市街地整備課長及び
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別表第３に掲げる課等に属する職員のうちから都市部長が指名する者をもって構成する。 

２ 検討会に会長及び副会長１人を置き、会長には都市部長を、副会長には市街地整備課長をもっ

て充てる。 

３ 会長は、会務を取りまとめ、検討会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 検討会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

６ 検討会は、必要があると認めるときは、会議に第１項に掲げる職員以外の者の出席を求め、意

見又は説明を聴くことができる。 

７ 検討会の庶務は、都市部市街地整備課において処理する。 

８ 前各項に定めるもののほか検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（条例第８条第１項、第９条第２項及び第１５条第２号の規則で定める基準） 

第９条 条例第８条第１項、第９条第２項及び第１５条第２号の規則で定める基準は、我孫子市開

発行為等運用・審査基準に定めるとおりとする。 

（条例第９条第１項に規定する事前協議の変更手続） 

第１０条 条例第９条第１項に規定する事前協議の変更の申請は、我孫子市開発行為事前協議変更

申請書（様式第４号）により行うものとする。 

２ 条例第９条第１項の規則で定める図書は、次に掲げるものする。 

 (1) 変更の理由書及び変更事項の内容を記載した書面 

 (2) 事前協議の変更に係る設計説明書（設計の概要）（様式第５号）及び設計説明書（公共施設

及び管理者等に関する事項） 

(3) 協議担当課ごとに、それぞれ別表第１の右欄に掲げる協議事項に応じて市長が指定する変更

事項に係る図書 

 (4) 協議担当課と事前に行った変更協議事項報告書（様式第６号） 

 (5) 変更事項に該当する別表第２に定める変更前及び変更後の図面 

 (6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認める図書 

３ 前項に規定する図書の提出部数は、当該事前協議の変更の申請に係る開発行為につき協議を要

する協議担当課の数とする。 

 


